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             午 後 ２ 時 ０ ０ 分 開 会 

議事の経過 

○竹尾委員長 ただいまから平成２３年西東京市教育委員会第２回定例会を開会いたします。 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日は宮田委員にお願いいたします。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第２ 議案第３号 平成２３年度西東京市教育委員会の教育目標について、

を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○野﨑教育長 議案第３号 平成２３年度西東京市教育委員会の教育目標について、の提案理

由を御説明申し上げます。 

 平成２３年度の西東京市教育委員会における教育目標、主要施策等につきまして御決定い

ただきたく、御審議をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては事務局より説明いたさせます。よろしく御審議の上、御決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○櫻井教育企画課長 それでは、議案第３号 平成２３年度西東京市教育委員会の教育目標に

ついて、教育長に補足して御説明申し上げます。 

 本議案につきましては、西東京市教育計画及び西東京市後期基本計画に掲載している施策、

事業等を中心に、平成２３年度の単年度において教育委員会が取り組むべき主要施策につい

て目標を掲げるものでございます。なお、現行の平成２２年度西東京市教育委員会の教育目

標につきましても平成２２年度から平成２５年度までを計画期間とする西東京市教育計画を

もとに策定していることから、本計画の同一期間内である平成２３年度の教育目標につきま

しても現行から大きな変更は行っておりません。 

 それでは、変更のあった主な箇所につきまして御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、資料を御覧ください。 

 まず、資料の２ページをお開きください。平成２３年度の主要施策でございますが、ここ

では、小中学校で新しい学習指導要領の実施についてそれぞれ対応していくこと、特別支援

教育の充実に努めること、老朽化した中原小学校及びひばりが丘中学校の建替えについて庁

内検討組織を立ち上げること、小中学校普通教室へのエアコン設置を目指すこと、また、図

書館における図書館サービスの充実など、さまざまな施策、事業に取り組んでいくことを掲

げてございます。 

 ３ページ以降につきましては、施策、事業の詳細について記載してございます。 

 恐れ入りますが、６ページのほうを御覧いただきたいと思います。６ページの一番下の段

落ですが、（２）の①人にやさしい教育環境の整備で、平成２２年度に引き続き通学区域の

見直しについて検討するとし、老朽化した学校の建替えについては、昨年度、中原小学校の

建替えを視野に入れた検討を進めるとしていたものを、中原小学校及びひばりが丘中学校の

建替えを視野に入れた検討を庁内組織を中心に進めるとし、具体的な検討に入ることを明記

しております。 

 恐れ入りますが、７ページをお開きください。一番初めの段落ですが、同じく、（２）の
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①人にやさしい教育環境の整備で、小中学校普通教室へのエアコン設置について記載してご

ざいます。国と東京都の制度を活用し、２箇年で全校への設置を目指し、準備を進めるため、

新たに文言を追加いたしました。 

 続きまして、１３ページをお開きください。（３）の②施設整備・利便性向上などを中心

とした学習支援体制の整備では、ＩＣタグシステムを活用した機能的で効率的な運営、また、

東伏見駅周辺の空き店舗を活用した図書サービスの提供など、さまざまな形で市民の学習を

支援する環境の整備を進めるという文言を追加いたしております。 

 主な改正点につきましては以上でございます。なお、表現方法等について軽微な文言整理

を行っておりますので、御了承いただきたいと思います。 

 私からの補足説明は以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより本議案を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第３号 平成２３年度西東京市教育委員会の教育目標について、

は原案のとおり可決されました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第３ 議案第４号 西東京市教育委員会文書管理規程の一部改正について、

日程第４ 議案第５号 西東京市立学校事案決定規程の一部改正について、日程第５ 議案

第６号 西東京市立学校文書管理規程、を一括して議題といたします。提案理由の説明を求

めます。 

○野﨑教育長 議案第４号 西東京市教育委員会文書管理規程の一部改正について、の提案理

由を御説明申し上げます。 

 西東京市立学校文書管理規程の制定に伴い、市立学校における文書管理に係る規程の一部

改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては事務局より説明いたさせます。 

 続きまして、議案第５号 西東京市立学校事案決定規程の一部改正について、の提案理由

を御説明申し上げます。 

 西東京市立学校文書管理規程の制定に伴い、用語の整理等に係る規程の一部改正を行うも

のでございます。 

 詳細につきましては事務局より説明いたさせます。 

 続きまして、議案第６号 西東京市立学校文書管理規程、の提案理由を御説明申し上げま

す。 

 現在、学校の文書管理については西東京市教育委員会文書管理規程の中で規定されていま

すが、これは西東京市文書管理規程を準用したものであり、より一層、学校現場にふさわし

く、全校が明快で統一的かつ適正な文書管理を行えるよう、また、情報公開にも対応できる

時流に沿った学校用の管理規程を制定するものでございます。 

 詳細につきましては事務局より説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定賜り
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ますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○櫻井教育企画課長 それでは、教育長に補足いたしまして、議案第４号 西東京市教育委員

会文書管理規程の一部改正について、議案第５号 西東京市立学校事案決定規程の一部改正

について、議案第６号 西東京市立学校文書管理規程、を一括して御説明申し上げます。 

 初めに、議案第４号、議案第５号の一部改正につきましては、議案第６号の規程を新たに

制定することに伴い、関連する規程について文言整理をしたものでございます。 

 それでは、議案第６号 西東京市立学校文書管理規程、について補足説明を申し上げます。 

 現在、学校の文書管理については西東京市教育委員会文書管理規程の中で規定されており

ますが、これは西東京市文書管理規程を準用した読みかえ規程でございまして、これまでも

滞りなく運用されてきてはおりますが、市とは異なる組織形態をとっている学校現場に一部

そぐわない面もございました。そのため、学校現場にふさわしく、全校が明快で統一的かつ

適正な文書管理が行えるよう、規程を制定するものでございます。また、近年の情報公開に

対する社会的要請にも応じられるよう、文書登録簿等の整備についても規定してございます。

これは西東京市情報公開条例の趣旨に沿ったものでございます。その他の点では運用上大き

な変更はございませんが、教育企画課長、校長、副校長等の役割を明確化し、学校における

文書管理体制を整備するものでございます。 

 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第４号 西東京市教育委員会文書管理規程の一部改正について、

は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第５号を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第５号 西東京市立学校事案決定規程の一部改正について、は原

案のとおり可決されました。 

 これより議案第６号を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第６号 西東京市立学校文書管理規程、は原案のとおり可決され

ました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第６ 議案第７号 平成２２年度教育関係補正予算について（申出）の専

決処分について、を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○野﨑教育長 議案第７号 平成２２年度教育関係補正予算について（申出）の専決処分につ

いて、の提案理由を御説明申し上げます。 

 平成２２年度の西東京市一般会計予算のうち、教育関係予算に関しまして、平成２３年３
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月定例市議会に提案を行う日程上から、緊急を要し、教育委員会を招集する時間的余裕がな

いため、教育委員会事務委任規則第５条の規定により平成２３年２月１４日に専決処分を行

いましたので、御報告し、御承認いただきますようお願いするものでございます。 

 詳細につきましては事務局より説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○櫻井教育企画課長 それでは、議案第７号 平成２２年度教育関係補正予算について（申

出）の専決処分について、教育長に補足して御説明申し上げます。 

 恐れ入ります。議案の次のページの専決処分書を御覧いただきたいと思います。 

 今回の一般会計補正予算の総額につきましては、こちらに記載してございませんけども、

歳入歳出それぞれ１億２,７２０万円を減額いたしまして、６９３億４,９３６万１,０００

円とするものでございます。そのうち、教育関係予算における補正予算の額につきましては、

ここに記載してございます歳入では、裏面でございますけども、１４款都支出金につきまし

て１,９６９万７,０００円の減、歳出では、主なものといたしまして、２項小学校費におき

まして４,４１９万９,０００円の減額、３項中学校費におきまして１,９８８万９,０００円

の増額、５項社会教育費では３８７万８,０００円の増額を行うものでございます。内容と

いたしましては、校庭芝生化事業などに係る委託工事等の入札に基づきます契約実績等によ

るものでございます。当初予算との差額に関しまして、歳入では都支出金、歳出では事業費

につきまして減額補正を行うものでございます。また、図書館においての書架耐震化工事等

について増額補正を行っております。さらに、各項において本年度の職員給与表改定に伴う

職員人件費の減額を行っております。 

 簡単でございますが、私からの補足説明は以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○宮田委員 歳入のほうが減額になったということは、運動場を芝生化することをやめましょ

うと、そういうことでなったのでしょうか。 

○山本学校運営課長 その件について、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 今年度実施をしたのは碧山小学校でございます。当初の予算見積もりよりも実際の契約差

金が出たということで、減額がされました。都支出金につきましては、工事につきましては

１０分の１０、つまり、１００％補助という形になっております。それから、あと、芝生の

維持管理費については、近隣の住民とか、あるいは、ＰＴＡの方たちの御協力が得られる場

合については５０％の補助となっております。今回減額させていただいた主なものにつきま

しては、先ほども述べましたように、整備に当たります契約差金ということでございます。 

 以上でございます。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。 

○宮田委員 芝生化を全般的にやっていくという方針があるとしたら、まだやっていないとこ

ろにお金を使うとか、そういうことは減額しないで考えられなかったのですか。 

○山本学校運営課長 これは都の補助金を利用しておりますので、年度初めに、今年度はこう

いう計画をしますということで、あらかじめ申請が必要となります。したがいまして、残っ

た金額で次の事業をやるという性格ではございませんので、そのために減額補正をさせてい

ただいた次第でございます。 
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 以上でございます。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより本議案を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第７号 平成２２年度教育関係補正予算について（申出）の専決

処分について、は原案のとおり承認されました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第７ 議案第８号 平成２３年度教育関係予算について（申出）の専決処

分について、を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○野﨑教育長 議案第８号 平成２３年度教育関係予算について（申出）の専決処分について、

の提案理由を御説明申し上げます。 

 平成２３年度の西東京市一般会計予算のうち、教育関係予算に関しまして、平成２３年３

月定例市議会に提案を行う日程上から、緊急を要し、教育委員会を招集する時間的余裕がな

いため、教育委員会事務委任規則第５条の規定により平成２３年２月１４日に専決処分を行

いましたので、御報告し、御承認いただきますようお願いするものでございます。 

 詳細につきましては事務局より説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○櫻井教育企画課長 それでは、議案第８号 平成２３年度教育関係予算について（申出）の

専決処分について、教育長に補足して御説明申し上げます。 

 恐れ入ります。次のページの専決処分書を御覧ください。 

 まず、一般会計予算の総額でございますが、歳入歳出それぞれ、平成２３年度では６８６

億３,４００万円でございます。対前年度比では１.３％、９億３,８００万円の増額となっ

ております。 

 教育関係予算の歳入の主なものにつきまして御説明申し上げます。 

 １２款使用料及び手数料６３４万円は、教育使用料として、菅平少年自然の家の利用者の

施設利用料３６４万９,０００円が主なものでございます。 

 １３款国庫支出金３,３０３万２,０００円でございますが、教育費国庫補助金として、主

に公立学校空調設備整備事業費として２,８９８万７,０００円を計上いたしております。 

 １４款都支出金１億３,４５１万７,０００円でございますが、教育費都補助金として、公

立学校運動場芝生化事業における整備費の全額となります６,２８４万１,０００円、維持管

理費の２分の１となります１７８万円、また、公立学校施設冷房化緊急支援特別事業補助金

として５,１３３万７,０００円を計上しております。さらに、教育費委託金として１,８０

５万５,０００円を計上いたしております。 

 １９款諸収入でございます。菅平少年自然の家利用者食事料等で総額７８３万６,０００

円を計上いたしているところでございます。 

 ２０款市債８億３,６７０万円は、中学校空調設備整備事業で１億２,１００万円、中学校

完全給食実施に向けた完全給食設備等整備事業で６億４,２００万円を計上いたしておりま

す。 
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 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 歳出予算、１０款教育費のうち、幼稚園費、青少年育成費、保健体育総務費及び体育施設

費を除きます教育委員会の所管する予算につきましては、ここに記載のとおり６１億１４８

万４,０００円となっております。対前年度比では、金額で１０億４６２万円、率にして１

９.７％の増額でございます。これは、小中学校空調設備整備事業費の計上による増が主な

内容でございます。 

 それでは、項目に沿いまして主なものを御説明いたします。 

 １項教育総務費につきましては、予算額９億８,６３５万４,０００円、前年度比３６５万

８,０００円、率にして０.４％の減額となっております。 

 次に、適正規模・適正配置検討事業費でございますが、平成２２年度に谷戸町・泉町・住

吉町・ひばりが丘地域で行いました通学区域見直し等に関する地域協議会の設置を、平成２

３年度では、保谷町・富士町・東町・中町地域での通学区域見直し等に関する地域協議会を

設置するための経費、及び、児童・生徒数の推計等の資料作成のための経費を計上しており

ます。 

 次に、教育指導事業費といたしましては、学校図書館専門員の配置、市立小中学校におけ

る外国人英語指導員による授業のための事業費として２,３１８万８,０００円、さらに、情

報教育推進事業費では、教員用パソコン等の機器等使用料、市立学校や教育委員会での情報

システム関係委託料としての経費を含めまして３億２,５２０万６,０００円を計上しており

ます。 

 教育相談事業費では、教育支援課において行います事業の主なものとして、市立学校で教

育相談に当たる教育相談員の報酬等で４,８２９万４,０００円、適応指導教室事業費で３,

１７９万円を計上しております。 

 特別支援教育関係事業費では、通常の学級に在籍する発達障害児の児童に対する支援を行

います巡回指導員等の雇用経費等で１,３５９万６,０００円を計上いたしております。 

 続きまして、小学校費でございます。総額は２０億５２０万円でございます。前年度比で

８９４万８,０００円の減、率にして０.５％の減額となっております。 

 主な内容でございますが、要保護・準要保護児童への就学援助事業費として９,０９４万

２,０００円を計上いたしております。 

 障害児童等介助事業費は、介助員への謝金等で８５４万円を計上いたしております。 

 小学校給食事業費でございますが、現在１３校で実施している給食調理委託料や、給食備

品の購入経費といたしまして３億６,１５２万２,０００円を計上いたしております。 

 そのほか、校庭芝生化事業費では、昨年度の碧山小学校に続き、設計委託料として１８２

万６,０００円、維持管理費として１５７万２,０００円を計上いたしております。 

 また、小学校空調設備整備事業費として、市内小学校のうちの空調設備未設置の１８校の

工事設計委託料として１,８９４万９,０００円を計上いたしております。 

 続きまして、次ページのほうを御覧ください。 

 ３項中学校費でございます。予算総額２０億７,８５３万３,０００円、前年度比で１０億

９,３５１万６,０００円、率にして２１1.０％の増額となっております。 
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 主な内容でございますが、要保護・準要保護生徒への就学援助費として７,０４９万６,０

００円を計上いたしております。 

 そして、平成２１年度から設計工事等で準備してまいりました中学校給食事業費として１

億４２２万２,０００円、また、完全給食設備等整備事業費では、残る６校について平成２

４年度に給食を実施するべく、工事請負費等、総額１０億３,４６５万３,０００円を計上い

たしております。 

 続きまして、５項社会教育費でございます。予算総額９億９,２２６万１,０００円、前年

度比では７,２５７万８,０００円、率にいたしまして６.８％の減額となっております。 

 社会教育総務費においては、地域生涯学習事業費８０９万７,０００円などが計上されて

おります。 

 また、文化財保護事業費として１,２９４万８,０００円、郷土資料室運営管理費として３

１４万７,０００円を計上いたしております。 

 公民館関係費でございますが、公民館各館の事業経費３,１５３万２,０００円等の予算を

計上いたしております。 

 図書館関係費につきましては、ＩＣタグ資料管理システムなどの図書館システム事業費５,

８８３万円等の予算を計上いたしております。 

 菅平少年自然の家関係事業費につきましては、平成２３年度いっぱいで市長部局のほうに

移管いたしますけれども、引き続き再任用職員２名体制による運営のための経費を計上いた

しているところでございます。 

 ６項保健体育費では、予算額３,９１３万６,０００円、前年度比では３７１万２,０００

円、８.７％の減となっております。学校施設開放費としての予算計上となっております。 

 以上、雑駁ではございますけども、平成２３年度の当初予算につきまして、事務局からの

補足説明は以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○沼本委員 小学校費のところで、裏面ですけども、障害児童等介助事業費とありますが、介

助員は何人ぐらいなんですか。 

○櫻井教育企画課長 対象となっているお子さんにつきましては２０人前後だったと思います。

介助員の登録のほうは、４０名ぐらいの登録をいただいていると思います。介助員につきま

しては、通常学級に通います障害をお持ちのお子さんに対する介助ということで介助員を派

遣いたしまして、保護者の一定の負担を低減するということで、その一部を補うと、そうい

った事業になっております。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより本議案を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第８号 平成２３年度教育関係予算について（申出）の専決処分

について、は原案のとおり承認されました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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○竹尾委員長 日程第１０ 報告事項に入ります。質疑は後ほど行いますので、まず、説明を

求めます。 

 （２）西東京市小中学校通学区域見直し等に関する谷戸町・泉町・住吉町・ひばりが丘地

域協議会報告書について、を議題といたします。 

○櫻井教育企画課長 それでは、西東京市小中学校通学区域見直し等に関する谷戸町・泉町・

住吉町・ひばりが丘地域協議会報告書について、御説明申し上げます。 

 本報告書は、去る平成２３年２月１５日に西東京市小中学校通学区域見直し等に関する谷

戸町・泉町・住吉町・ひばりが丘地域協議会から教育長に提出されたものでございます。 

 初めに、これまでの経緯を御説明申し上げます。 

 この地域協議会は、西東京市学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、昨

年度から向台・新町地域協議会と同様、教育長から通学区域見直しの必要性等について検討

することを依頼し、設置されたものでございます。地域協議会の委員といたしましては３３

名の委員の方にお引き受けいただきまして、平成２２年６月２８日からの計６回の会議を経

て、報告書が取りまとめられております。 

 報告書の２１ページのところでございますけども、こちらのほうに委員の名簿を掲載させ

ていただいております。 

 それから、２２ページ、２３ページにつきましては、検討経過を掲載してございます。 

 それでは、報告書の内容につきまして御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、５ページをお開きください。（１）基本的考え方といたしまして、適正

規模・適正配置に関する基本方針をもとに、①合併時の特例措置を解消し、実態に合った形

で設定する。②通学路の安全を確保する。③児童・生徒が特定の学校に偏らないようにする。

④極力、校舎の増改築が必要のないようにする。この４点を基本的考え方といたしまして検

討されております。 

 すみませんが、６ページを御覧ください。（３）課題の整理では、①で、検討対象地域で

多く利用されている指定校変更特例措置により児童・生徒の就学人数の予測が立てづらく、

各学校の学級編制等の計画に支障を来していること、及び、旧田無市、旧保谷市の合併後の

１０年にわたり継続されていたことから、この制度を早急に解消すべきであるとされており

ます。 

 すみません、８ページを御覧ください。通学区域を変更した場合の指定方法について、市

合併後、谷戸町二丁目一帯に建設された集合住宅の指定校が、小学校では中原小学校の通学

区域となっているにもかかわらず、中学校では中原小学校卒業生の大半が進学するひばりが

丘中学校となっているため、小中学校で通学区域を一致させるべきであるということが出さ

れております。 

 以上のような課題等をまとめまして、（４）で、通学区域の変更について３通りのシミュ

レーションを作成し、各シミュレーションの児童・生徒数を確認いたしました。 

 また、９ページから１１ページに、これらにつきましてまとめてございますけども、これ

につきましては、メリット、デメリットを考慮の上、検討されております。 

 恐れ入ります、１２ページを御覧ください。③のところでございますが、シミュレーショ
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ン３が選択され、３、検討結果といたしまして、検討対象地域の指定校変更特例措置を廃止

し、小学校は現在の通学区域を継続する。中学校の通学区域については、中原小学校の通学

区域をすべてひばりが丘中学校の通学区域とするという結論が出されております。 

 １３ページを御覧ください。おわりにでは、通学区域や制度変更等の際の十分な周知と運

用への配慮、老朽化施設への早急な対応等について求められております。 

 なお、今後は本報告書に基づきまして関係規則等の整備を進めまして、教育委員会のほう

にお諮りしてまいりたいというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○森本委員 質問ですが、結局、特例措置を受けている人がすごく多いという現状があるけど

も、それをなしにするということは、その方々にとっては選択が狭まるというか、指定され

たところに行かなければいけないということになるわけですよね。 

○櫻井教育企画課長 そうでございます。ただ、学校選択制度は残っておりますので、選択制

度の枠の範囲であれば、御希望があればそちらのほうにお申し込みいただくことになるかと

思います。 

○森本委員 枠としては、これを見ているとかなりすごい人数なので、その中から漏れる方が

大分増えると思うので、こういうふうになると、先ほどの話にありましたように、周知して

いくことはとても大事かなと。変えるのであれば、変更を早く周知することが必要なのかな

という感じがしているのですが。 

○櫻井教育企画課長 周知につきましては十分やってまいりたいというふうに思っております。

予定といたしましては、平成２３年度早々に規則の改正等の議案を上程させていただきまし

て、御承認いただければ、そちらの準備に入りまして、説明会等も行いながら周知を図って

まいりたいと思います。実際に、現在、既に特例措置を使って御希望の学校に入っている場

合につきましては、そのまま継続されますので、例えば、それの後、御兄弟が一緒に行きた

いということであれば、そちらにつきましても変更は可能でございますので、今現在行って

いらっしゃる方については影響はないというふうになっております。 

○森本委員 あと、ここに限ったことではないのですが、これからいわゆる３６メートル道路

といわれる調布保谷線とかができると、かなりの地域の中で、大きな道路で小学校区が分断

されるということが起こってくると思うのです。現に、住吉小、泉小の中でも分断される地

域が出てきますけども、そうなったときには、そういうことも含めた学区変更とかというの

は考慮されていかれるのでしょうか。 

○櫻井教育企画課長 こちらのほうは３６メートル道路で、かなり大きい道路になりますので、

そういう意味では、整備状況も含めまして、近隣の小学校、中学校、そういったところの保

護者をはじめ、学校のほうの御意見等もお伺いしながら考えてまいりたいと思っております。

特に、通学路の関係とか、そういったものも影響してまいりますし、あと、通学区域の見直

しについても一定そのあたりが、例えば、道路沿いに大きなマンションとか、そういったと

ころが出てきますと児童・生徒数にも影響が出てまいりますので、そういったものは状況を

見ながら考えてまいりたいというふうに思っております。 
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○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。 

○宮田委員 周知の方法というのはどういう方法があるのでしょうか。今までどんなことをや

って、今後また、これに関してどういうふうにやろうと思っておられるのでしょうか。 

○櫻井教育企画課長 市報、それから、西東京の教育、あと、ホームページです。それから、

該当いたします学校地域で説明会を行いまして、そちらのほうで御説明をしてまいりたいと

いうふうに思っております。 

○宮田委員 市報と西東京の教育と説明会は、大体トラブルなく今までやってこられたという

ことですか。 

○櫻井教育企画課長 昨年度は向台・新町地域で初めて協議会を立ち上げまして、行いました

けども、そちらにつきましても大きな混乱はなくできております。それで、説明会等も行い

まして、１０月からは学校選択制の募集が始まりますけども、その際にも一緒にあわせてお

知らせするような形をとらせていただいております。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 以上で報告事項を終わります。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第１１ その他、を議題といたします。教育委員会全般についての質疑を

受けます。 

○宮田委員 先ほどの専決処分事項なんですが、補正予算なら仕方がないと思うのですが、本

予算を専決というのはいかがなものかと思うのです。骨格その他に関してはある程度前もっ

てやって、ここでぱっと出されて、専決しちゃったから承認をというのは、教育長が説明さ

れたような緊急性があったのかどうかということが私には疑われるのですが、国会審議で、

もし専決を予算委員会でやったらえらいことが起こるわけでして、やはり、大事なことは少

しはディスカッションさせていただいたほうが今後はよろしいと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○櫻井教育企画課長 今、宮田委員のほうから御指摘がございましたけども、日程的な部分で

は、大変申しわけございませんが、厳しい状況が実はございました。それで、今回も大変予

算編成が厳しい状況がございまして、専決処分に至るまでの数字がなかなか固まらないよう

な状況もございまして、その間で不確定な数字を委員の皆様のほうにお示しするのもなかな

か難しいということがございましたので、今回は時間的になかったということでお許しいた

だければと思います。ただ、例えば、次年度の事業はこういったものを考えてはどうかと、

そういったところの御意見につきましては、あらかじめ委員の皆様にお伺いするような機会

を考えてみたいというふうに思っております。 

○宮田委員 今、最後におっしゃったことはいいのですが、最終的な何円までは、もちろんい

ろいろ事情があると思いますので、結構なんですが、何をどうするか、どこを重点にするか

ということの相談が一切なく、最終的にこうなりました、専決いたしましたというのは、そ

うであるなら、私は教育委員会がなくてもいいのではないかというような感じを持っており

ます。教育委員会があると、そこでディスカッションをして決めるのだということを。こち

らも委員会というようですけれども、市長部局というのもおかしいのですが、そちらのほう
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でお考えになれば、委員会そのものを考えなくてもいいのではないかと、私はそのように思

っています。 

○手塚教育部長 今、宮田委員から御指摘をいただきました。つまり、教育委員会としての次

年度の予算、重要課題だとか方向性だとか、どこにポイントを置いて事業を運営していくの

か、これは予算と直結することでございます。今まさに御指摘いただいたとおりと認識して

おります。今年度は、先ほど課長が申しましたように、日程等の都合から事前に教育委員の

皆様方に御説明の機会を得られなかったことは、ここで全く申しわけないと思っております

が、次年度から、予算編成の期間、それから、事務量等によっても、細かな点はさておかせ

ていただきましても、今、教育委員会ではこういう点に向かって事業が重視されているだと

か、ある程度の骨子であるとか方向性については、委員の皆様にお集まりいただく機会をつ

くる、御足労をかけるかもしれませんが、そういうような機会を事前に設けまして、私ども

が予算を上程するに当たっての姿勢といいますか、基本的な考え方をお諮りしたいと思いま

す。そのように取り計らってまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○竹尾委員長 私も常々思っているのですが、これは専決処分したときの予算案が決まってか

らの報告でしょう。そうではなくて、予算を要求するでしょう。この金額で要求しているわ

けではないですよね。これはもう査定されているわけでしょう。要求書を財政課に提出する

ときに、教育委員会としてはこういう要求をしたいというときに議論をさせてもらうと、そ

ういう機会を。時間がないということはあるけれど、時間はつくればいいので。土曜日だっ

ていいんですよ。土曜日にもやる日程があるのだから。それは委員さんの御都合もいろいろ

あると思いますが。そういうことを検討してくれませんか。結局、専決処分をしちゃったの

だから、承認する以外にないのです。だから、議論をしてもあまり意味がなくなっちゃうか

ら、そこのところを少し建設的に考えていただけませんか。よろしくお願いします。 

○手塚教育部長 ただいまの委員長の御意見も踏まえさせていただきまして、その時期をとら

えまして御案内させていただきたいと考えております。 

○竹尾委員長 毎月一遍教育委員会をやっているのだから。固まっていなくてもいいと思うの

です。今、こういう作業をこういうふうにと。予算を事務局が財政課に要求する。要求書を

こういうふうな形で検討していますというお話があってもいいのではないかなと、私は常々

思っておりますが、御検討いただきたいと思います。 

 ほかに質疑はございませんか。 

○森本委員 先月、市全体の研究発表を各小学校で見させていただいて、どこの学校も全体で

とても真摯に取り組まれていらっしゃることに本当に感心したというか、とてもいい勉強を

させていただいたと思っています。その分、どこの学校も準備とかがとても大変だったので

はないかということを本当に懸念しているというか、先生方はとても忙しかったのではない

かということを思っております。来年度以降もまたああいう形で続いていくと思うのですけ

ども、先生方に御負担がないようになっていければいいなということと、どこの学校でも、

講師の先生方の講演もとてもすばらしくて、できればすべての先生方が聞けるようになれば

いいなと思うのですが、ああいうふうに何校かに分かれると、やっぱりどうしてもすべての
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先生方が出て行かれるということは難しいのかなということも思います。こうした先生方の

お話をビデオに撮ったりとか、そういうような方法で、各学校の先生方にああいうことをも

っと聞いていただけたらいいなというふうに、これは私の感想ですが、思いました。先生方

は本当に大変だったと思うのですけど、あの形でまた、研究発表会のための研究ではなく、

日々続いていくといいなということを感じました。 

○前島教育指導課長 教育委員の皆さん方には、本当にお忙しい中、たくさん御参加いただい

て、研究を見ていただいて、ありがとうございます。今年度は、以前にもちょっと御報告い

たしましたが、全体会をやりました。これからは、指定校の２年目の学校に発表を義務づけ

て、それぞれの学校で発表するという形をとっていく予定でございます。発表の形態につい

ては、講師を呼んで、従前のような講演をいただく形が多くなるかと思います。今御指摘い

ただいたような、講演の内容を録画して各学校にお伝えするということは、著作権などさま

ざまな問題があるので、ちょっと簡単にはいかないかもしれないのですが、できるだけ伝達

講習をしてまいりたいなと思っております。記録は各学校でとっておりますので、またいろ

んな機会を通じて、研究主任会等で共有化してまいりたいと思っております。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。 

○沼本委員 その件ですけども、今までは報告会というようなことでこもれびホールでやった

わけですね。私が校長の立場であれば、自分の学校で研究したことをそれぞれの自校で研究

発表したいなということで、今回のような形になったと思うのです。それは非常にいいこと

だと思うのです。実際に授業の様子を見たり、それから、先生方の研修へのかかわりとか、

そういうものを肌で感じることができているわけですけども、しかし、今のような報告会も、

今年度が最後ということではなくて、それはそれで続けてほしいなというのが私の希望なん

です。ああいうふうに、それぞれの学校で研究したものを一堂に集まって先生方が見るとい

うことは、それはそれで、西東京市の教育がどんなふうに行われているのかということを。

それから、もう一つは、すべての学校で研究発表をやると、先生方が全部行かれるわけがな

いですから、ああいうところで今年度と同じようなこともやっていただければ、西東京市の

先生方にも研修をする場がそれだけ増えて。そういうようなことで、そこら辺を、今年度で

終わりだというふうなことではなくて、是非検討していただきたいなと思います。 

○前島教育指導課長 御意見として承りまして、また検討してまいりたいと思います。 

○竹尾委員長 私もそう思いました。学校でそれぞれやるというよりは、ああいう全体でやる

ことの意味というものも非常にあるのではないかなと思っていますので、検討をお願いいた

します。 

 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 以上でその他を終わります。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 議案第９号は、先ほどお諮りいたしましたとおり、人事に関する案件で、まだ

公にされていないことから、また、議案第１０号及び報告事項（１）は個人情報に関する案

件であることから、西東京市教育委員会会議規則第１３条第１項ただし書きの規定に基づき

まして、会議を秘密会とさせていただきます。 



 14

 恐れ入りますが、関係者以外の方は退席をお願いいたします。 

 暫時休憩といたします。 

            午 後 ２ 時 ５ ７ 分 休 憩 

            午 後 ３ 時 ２ ３ 分 再 開 

○竹尾委員長 休憩を閉じまして、会議を再開いたします。 

 以上をもちまして平成２３年西東京市教育委員会第２回定例会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 

            午 後 ３ 時 ２ ３ 分 閉 会 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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